
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決中主文第三項に対する本件上告を棄却する。

　　　　　原判決中主文第四項ないし第一〇項を破棄し、同抹消登記手続を求める

部分を仙台高等裁判所に差し戻す。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人弁護士綱沢利平の上告理由第一点について。

　しかし、控訴人（被上告人、原告）Ｂ１が判示遺産分割の協議に自ら賛成の意思

表示をしたことも、控訴人（前回）Ｂ２を介して同意を与えたこともない旨の原判

決の事実認定は、挙示の証拠関係に照し、これを肯認できないことはなく、その間

所論の違法を認めることはできない。従つて、原判決が右事実認定の下に、本件遺

産分割は、爾余の判断をするまでもなく、当然無効と解すべきである旨の原判決の

判断も正当である。所論は、結局原審の裁量に属する証拠の取捨、判断並びにこれ

に基づき適法になされた事実認定を非難するに帰し、採ることができない。

　同第二点、第三点について。

　しかし、土屋弁護士が相続抛棄申述に関する控訴人らの委任状の送付を求めたと

ころ、控訴人Ｂ２は、相続抛棄の申述というものの意味を解しないまま同弁護士の

指示のとおり乙第一号証の委任状を控訴人Ｂ１に無断で作成送付したので、同弁護

士においてこれに基づき控訴人らの判示相続抛棄申述受理の手続をとつたことが認

められる旨の原判決の事実認定は、挙示の証拠関係に照し肯認できないことはなく、

その間所論の経験則違反その他の違法を認めることはできない。従つて、右の認定

した事実関係の下に原判決が、控訴人Ｂ１は勿論のこと、同Ｂ２も真実本件遺産に

つき相続抛棄をする意思がなかつたのに、その申述受理の手続がとられたことを窺

うに十分であるから、本件相続抛棄は控訴人らの真意に基かないものとして無効で

あるといわなければならない旨の原判決の判断は正当であつて、その上更に所論第
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三点の点まで審判しなくとも違法であるということはできない。

　従つて、控訴人らが本件各不動産につき各三分の一の共有持分を有することを確

認した原判決に対する本件上告は採ることができない。

　同第四点について。

　原判決は、本件遺産分割により被控訴人Ａ１が本件遺産の全部を取得したことに

基づいて本件第一目録の一ないし三表示の各不動産につき被控訴人Ａ１名義でなさ

れた各所有権移転登記は、これに符合する実体関係を欠くものとして無効のもので

あるとして、主文第四項において相続による所有権移転登記の抹消登記手続を求め

る控訴人らの請求全部を認容したことは、所論のとおりである。しかし、遺産分割

が無効であるとしても、被上告人らのほか上告人Ａ１も被相続人Ｄの妻たる地位に

基づき法定の相続分による三分の一の共有持分を有することが明らかであるから、Ａ

１のなした相続登記は、少くともその共有持分三分の一に関しては、実体関係と符

合し決して無効であるということはできない。されば、被上告人らの請求があくま

でも相続登記全部の抹消を求める趣旨であるならば、主張自体理由ないことに帰し

請求棄却を免れないし、また、実体関係と符合せしめる登記関係を請求する趣旨な

らば、共有名義に変更を求める登記更正手続を求めるよう釈明訂正させる措置に出

るべきであること所論のとおりである。然るにその措置をとることなく登記の全部

抹消を命じたのは失当であつて、原判決の主文第四項は、破棄を免れない。

　同第五点について。

　原判決が、被控訴人Ａ１が本件各不動産につきその余の被控訴人らとした売買又

は売買予約は、他の共有者である控訴人らの同意なしになされたものであり無効と

いうべきであるから、右各売買又は売買予約に基いて各不動産につきそれぞれ被控

訴人Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５、Ａ６各名義でなされた所有権移転の各登記又は請求

権保全の各仮登記も特別の事情の認められない限り全体としてこれに符合する実体
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関係を欠くものとしていずれも無効であるとして、各登記名義人である右被控訴人

らに対して前示共有権に基づいてそれぞれ関係登記全部の抹消を求める控訴人の請

求を正当として認容したことは、所論のとおりである。しかし、売買契約において

は、売主が目的物件の所有権を有することが成立要件ではないから、被控訴人Ａ１

が目的物件の三分の一の持分権を有するに過ぎず、その余の部分の共有者の同意が

なかつたとしても、そのことだけで売買又は売買予約が当然無効となるべきものと

解することができず、錯誤その他売買契約を構成する意思表示の無効原因に関する

判示を必要とするものといわなければならない。されば、原判決の右の判示部分は、

理由不備の失当があつて破棄を免れない。従つて、所論は、その理由があつて、原

判決の主文第五項ないし第九項、従つて、第一〇項は破棄を免れない。

　よつて、本件上告中原判決が主文第三項において、控訴人らが本件不動産につき

各三分の一の共有持分を有することを確認した部分に対する上告は、民訴三九六条、

三八四条により棄却し、爾余の各被控訴人の抹消登記手続を認容した点については

民訴四〇七条により原裁判所に差し戻すべきものとし、裁判官全員の一致で、主文

のとおり判決する。

　　　　　最高裁判所第一小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　斎　　　藤　　　悠　　　輔

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　入　　　江　　　俊　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　下　飯　坂　　　潤　　　夫
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